
社会福祉法人 勝央町社会福祉協議会

★★地域福祉・高齢者福祉をさらに推進していきます★★

〒709-4334 岡山県勝田郡勝央町平242-1(勝央町総合保健福祉センター内)
TEL：0868-38-2160 FAX：0868-38-2270 HP：http://www.shoo-shakyo.jp

勝央町地域包括支援センター（包括）と勝央町社会福祉協議会（社協）は令和5年4月1日より現在の社

協事務所から廊下を挟んだ向かい側へ事務所を移転し、同一フロアで業務を執り行います。

包括と社協は日常生活自立支援事業・成年後見制度などの権利擁護に関する事業、地域福祉推進団体

(ふれあいの会)の支援、など似通った業務に携わっています。また、生活支援体制整備事業の受委託な

どを通して既に協働で業務に携わることも多々あります。

今後は同一事務所で業務にあたることにより、高齢者に関する相談窓口の一本化および相談業務の

強化、協力体制の強化、重複業務の見直しなどを図り、町民サービス向上につなげていきたいと思います。

介護保険法に基づく組織で高齢者の方が住み慣
れた地域でいきいきと暮らし続けることができる
よう、必要な援助や支援を行う「総合相談窓口」
です。設置主体は市町村となります。
「総合相談」、「介護予防ケアマネジメント」、
「権利擁護」、「包括的・継続的マネジメント」
の４つが主な業務です。

包括とは 社協とは

高齢者相談窓口一本化のお知らせ
～包括と社協が同一フロアで業務にあたります～

勝央町地域包括支援センター
〒709-4334 岡山県勝田郡勝央町平242-1(勝央町総合保健福祉センター内)
TEL：0868-38-3028 FAX：0868-38-7103 HP：http://www.town.shoo.lg.jp

社会福祉法に基づき、地域福祉の推進を図るこ
とを目的として、設置された民間組織(社会福祉
法人)です。
地域住民の声に柔軟に対応する民間組織として

の「自主性」と行政との連携・協働のもと活動す
る「公共性」の二つの特徴を併せ持ち、地域住民
やボランティア、福祉・保健などの関係機関の協
力を得ながら、地域福祉を推進しています。

主な業務は次頁に記載しています

★
社協事務所
(R5/3/31まで)

★
包括・社協事務所
(R5/4/1より)
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社協の主な業務

包括の主な業務

地域福祉

総合相談
不安なことへの相談に応じます

・一人暮らしが不安
・介護サービスについて知りたい
・自宅で生活することが不安

介護予防
自立した生活を応援します

・健康な体づくりをしたい
・介護予防の話を聞きたい
・ボランティア活動に参加したい

権利擁護
あなたの権利を守ります

・金銭管理の自信がなくなった
・悪徳商法の被害にあった

包括的ケアマネジメント
暮らしやすい町づくりをサポートします

・認知症についての話が聞きたい
・サロンづくりや地区での集まり
について知りたい

・ふれあいサロン活動の推進
・地域サロン等での出前講座
・レクリエーション道具等の貸出
・福祉情報の発信
・町内の社会福祉法人との連携

高齢者福祉

・デイサービス事業の実施
・配食サービスの実施
・敬老会の実施
・ファミサポ事業
・生活支援体制整備事業

児童・青少年福祉

・福祉体験出前講座の実施
・夏のボランティア体験事業
・ボランティア協力校の指定
(町内の小中高)

低所得者福祉・権利擁護

・日常生活自立支援事業の実施
・生活福祉資金貸付事業
・緊急食糧の備蓄

その他
・長尾山斎場での葬儀事業・災害ボランティア養成
・赤い羽根共同募金運動・各種団体事務局(老人クラブ連合会など）


